
 

３１福保健薬第３０６２号 

令 和 元 年 １ ０ 月 ２ ９ 日  

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

監視指導・麻薬対策課長  殿 

 

東京都福祉保健局健康安全部長 

                             高 橋 博 則    

 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 

法律に関する疑義について（照会） 

 

 

 

 人が経口的に服用するものについて、下記のシルデナフィルに類似の成分本質（原材料）は、昭和

46年 6月 1日付薬発第 476号厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の成

分本質の分類上、「専ら医薬品として使用される成分本質」に該当すると判断して差し支えないか照会

します。 

 

記 

 

１ 名 称  

5,6-diethyl-2-{5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]-2-propoxyphenyl}pyrimidin-4(3H)-one 

 

 ２ 構造式 

    

  

 ３ 備 考 

       

        シルデナフィル 

   

【担当】 

東京都福祉保健局健康安全部 

薬務課監視指導担当     
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